
原子力被害への対応について
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富島市

1 二本松市

4月22日までの避難等区域の変遷

飯舘村

⑥計画的)避難区域(4月22日9:44)

-・④20-30km屋内退避区域(3月15日 11:00 ) 
→⑥緊急時避難準備区域(4月22日9:44) 

"" "A)10km屋内退避区域(3月12日7:45)
→B)10km避難区域(3月12日17:39)
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j予達市

二本松市

付

葛尾村

約1，300人

， 

田村市(区域外)， 

約35，，800人

イ
¥c 

避難区域等の人口及び残留者数

飯舘村

約6;200人

いわき市

査、各市町村データ及びヒアリングを基に作成

「

F 

内】

30km 



(参考)警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域(4/22-)の対象人口 j 
計画的避難区域、緊急時避難準備区域が設定されたことを受け、現在の各区域の対象人口の概数を調査し

たところ、以下のとおり o

※平成22年国勢調査速報を基に推計。

※「一部」とある市の人口は、各市町が把握している該当区域の人口の数字を得たもの

L 計画的避難区域 l 
対象市町村 l 
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一計

飯舘村(全域) . 約6，200 
' 

葛尾村(20km圏外) 約1，300
ー一一

浪江町(20km圏外) 約1，300

川俣町(一部) 約1，200

南相馬市(一部) 一一! 約10

田村市 約600

南相馬市 約 14，300
E・E・・E・-ーーー司「・E・E・・E・・E・--

楢葉町 約 7，700 

富岡町
事包 16，000

(全域20km圏内)

川内村 約 1，100 
ー・四国間E司圃'司圃圃園戸園田-~園甲・- -冒R・岨

大熊町
約 11，500 

(全域20km圏内)

双葉町
約 6，900

(全域20km圏内) .J=-ー一一←一一 司」

浪江町 約 19，600
----、.-ー一 ー・・・ーーーー

葛尾村
' 

約 300

-・E彊mI密DI

| 緊急時避難準備区域 l 

対象市町村

広野町(全域) Ji 約5，400 

楢葉町(20km圏外) 約10

川内村(20km圏外) 一「一」iー 約1，700

田村市(一部) 約4，000 

南相馬市(一部) 〆 |I 約47，400 

| 合計 -・E翠軍軍軍国
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{ 原子力被災者生活支援チームの設置

福島第一及び第二原発の事故による原子力災害被災者の生活支援が喫緊の課題であることにかん
がみ、「平成23年(2011年)福島第一及び第二原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」の下

lこ、『原子力被災者生活支援チーム」を設置(3月29日)

本部長:内閣総理大臣

副本部長:経済産業大臣、

事務総長:原発事故収束担当大臣

本部員:

総務大臣、外務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、

農林水産大臣、 国土交通大臣、環境大臣、内閣官房長官、

国家公安委員会委員長、防衛大臣、防災担当大臣、危機管理監

原子力被災者生活支援チーム

(7/6時点)

チーム長 :海江田経産大臣
細野原発事故収束担当大臣

チーム長代理:福山官房副長官
山口内閣府副大臣

副チーム長 : 関係省庁副大臣等
事務局長 :松下経産副大臣

ド日務| -被災者の避難・受入れの確保(除染体制の確保を含む)

・被災地周辺地域・避難所への物資の輸送、補給

・被災者への被ばくに係る医療等の確保

-環境モニタリングと情報提供 5 



「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」について

O原子力発電所の事故による被災者の方々及び被災自治体への対応に

かかる当面の課題に対する取組方針について、 5月17日、原子力災害
対策本部においてとりまとめ

O毎月、各取組事項に関する取組状況を公表

「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針J

1.東京電力福島第一原子力発電所の事態収束に向けた取組

2.避難区域に係る取組

3.計画的避難区域に係る取組

4.緊急時避難準備区域に係る取組

5.被災住民の安心・安全の確保

6.雇用の確保、農業・産業への支援

7.被災地方公共団体への支援

8.被災者・被災事業者等への賠償

9.ふるさとへの帰還に向けた取組 に 6



2.避難区主要1ζ係る取組

3. 計画自喧盟~唾lζ係る取組

4.緊急時避難準値区壇ζ係る取組

5.被英住民的安心・安全め確保

6.雇用@確保農業・産業への支彊

7.被災地方公共団体への支彊

8.被災者・被災事業者等への蛤償

9.ふるさとへの帰還に向けた取組

原子力被災者への対応に関する当面の取組のロードマップ

岡・~-=--廻・・
ヨiWf塁霊園E霊室霊望書

》 現地調査、鯉方法楓処分鶏

|tm.1ZI1;Iタルーフつなぎ髄叫実節句保証 ヨ
〉 福島県と連乱た無事仔・長蜘事諮金雄供す碍別支援

※ 5月下旬以降実績

|間被害対策の実蹴び韓出支援〈圏内州け1描撒髄臓外国酬への働劫材等〉 】目
|被災亀方公共団体や被災者を受け入れている地方公共団側ζ対 す る 糊噸在競 】目

日・・園理署翠.. jr^，~ 

土壇等の除染・暇の手法的若田究 ※5月以降段階的|こ実績 】目
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原子力被災者・子ども健康基金

平成23年度二次補正予算案額 782億円

事業の内容

| 事業の概要 ・目的 | 
O 福島県からの要望も踏まえ、原子力被災者の健康
の確保に万全を期すために必要な事業を中長期的に
実施するための基金を県に創設します。

O 本基金により、全県民を対象とした放射線影響の推
定調査を始めとする健康管理・調査事業を速やかに
講じます。

(参考)内閣府計上分
子ども等に対する放射線影響の防止事業(180億円)

条件 〈対象者、苅象行為、補助率等〉

-砂
原子力被災者 -+ 子どi 健康品 E 日・昨年一山 園

、~~ヨ:::or-=1・z司'P5'.SfiE!!・
)一一" -__~"";::" " ・ . …一一己1 _=111・ ・1.、1属ヨl!.!司!:;I!可:'!IJ、・ J面・2ロ ・

※基金に対する国費拠出
※専門的知見に基づく助言

※基金を財源とし、
実施計画に基づき健

康管理事業を実施

資源エネルギー庁
原子力立地・核燃料サイクル産業課

03-3501-6291 

」 事業イメージ !

| 支援対象事業 | 

[ 健康管理・調査事業(782億円) I 

》全県民を対象とした放射線影響の
推定調査の実施。

〉避難住民等を対象とした中長期的な
健康調査の実施

〉県内の子どもを対象とした中長期的
ながん検診の実施o

〉ホールボディカウンタ一等による検
査体制の強化

》県内の子どもや妊婦に対する積算
線量計(フィルムバッジ)の貸与

〉子どもの心身の健康確保事業(サ
マーキャンプ)等の実施 等

(参考)内閣府計上分

| 子ども等に対する放射線路の防止策(180億円) I 

〉子どもの多く集まる公園や通学路等の線
量低減事業の実施。

〉学校施設における空調設備等の設置支
援の実施。 等

8 



【参考:内閣府計上分】

[事業目的・事納容 I

特別緊急除染事業 (180億円)

除染ガイドライン作成等事業(2億円)

福島県において、現に子どもや住民等が利用している学校、公園等における線量の低

減等を行い、あわせてその検証を行うことにより、原子力災害から子ども等の住民の健
康を確保する。

① 特別緊急除染事業
.学校・公園等の公共施設や通学路等の線量低減事業

-学校施設における空調設備等の設置支援 等

② 除染ガイドライン作成等事業

国

※基金に対する国費拠出

※専門的知見に基づく助言

.... 
司司

特別緊急除染事業

基金
※福島県に創設

※除染結果(線量の変化等)の報告

連携

※基金を財源とし、

実施計画に基づき
除染事業等を実施

除染ガイドライン作成等事業

( -L.. i 
固
&仏

市室
町等
村

福島県の除染活動等の結果を基に、効率的・効果的な手法を分析した上で、ガイドラインの作成、結果分析

9 



原子力被災者への対応に関する当面の取組のロードマップ(7/19日段階)平成23年7月19日

1 .東京寄3福島第一原子力発電所事故の事態収束l二向けた取組

放射性鞠貫の放出が管理され、放射線量が大幅lζ抑えられている

原子炉施設の安定世の評価

2.モニタリングの強化・継続実施

モニタリンク調整会議lζ基づく各省切モニタリンク強化〈農地案持、食品(農・梓・吾水産樹、水環境水道水窃

環境モニタリンク |鉱空援モニタリンクの継続実施
の継続的実箆

〔空鵬量、土壇〕
海水、海底土壇|

警或区擾計画的達難区場D空間緯量車D潤定

3.避難区域等!こ係る取組・ふるさとへの帰還{二I司7た取組

原子炉施設の安定性の評価、詳細モニタリンクの実路など

第二進以降

7月末までに14000戸を完感させる見通し L__ーーー--..-..，-

一時立入の実施〈第一巡、乗用尊9・効率化

計画的避難@読む完了 !

土壊・生活空間等における除染・改良の段階的実施

地域活力の再生・復興策の検討・実施

4.その世知支援策

がれき・下水汚泥の処理方針検討・決定、 がれき、汚泥等の回収‘一時保管、処習D実施

1.旦日健庫管苛聖'畜 l
県民健康管理調査の基本調査の実施 、県民健康管理調査の詳細調査の実施〈子どもの万ン検診を含む3

原子力被災者・ ¥

子ども健康基金 ?内部被laく潤志D実施
の造底 !- 一

子ども・姫婦に対する積算線量計句貸与、子ども等lζ対する放射線彰害防止策的実施

必要に応じて順次指針を追加 町
，
、
a'
 

• 
-----------中間指針等を弼7た監償問準値・受付&iび支払いの実益



「避難区域等の見直しに関する考え方」について

07月19日に、ステッフ1の目標である「放射線量が着実に減少傾向であるJ状態

の達成確認。

O東京電力(株)福島第一原子力発電所の原子炉施設の安全確保状況を踏まえ、

「避難区域等の見直しに関する考え方」について8月9目、原子力災害対策本部

において取りまとめ。

「避難区域等の見直しに関する考え方Jのポイント

1 .緊急時避難準備区域は、対象市町村による復旧計画の策定を踏まえ、関係自治体と
も緊密に相談した上で、区域の一括解除を行う。

2.警戒区域及び計画的避難区域は、ステップ2が完了した時点で、区域見直し
について検討を行うが、除染や生活環境の復旧に向けた取組は先行して行う。

3. 8月中を目処に除染に関する基本方針を取りまとめ、関係者の連携の下、徹底的かっ

継続的な除染を実施。

4.今後、相当長期にわたり住民の帰還が困難な区域の存在が明らかになる場合には、
地元自治体と長期的な復興対策の在り方について十分相談し、長期的な対応策を検討。



「除染に関する緊急実施基本方針(案)J ] 

O被災者のふるさとへの帰還を一日でも早く実現するために、園、県、市町村、地

域住民が一丸となって除染を実施するための中期的な方針を示す(8月中を目

途に取りまとめ予定)。

「除染に関する緊急実施基本方針(案)Jの骨格

1 .除染実施における暫定目標

2.除染の進め方
(1 )国の役割

(2)線量の水準に応じた地域別の対応

(ア)避難指示を受けている地域
(イ)その他追加的被ばく線量が概ね年間1から20ミリシーベルトの聞の地域

(ウ)追加的被ばく線量が概ね1ミリシーベルト以下の地域

3.除染に伴って生じる土壌等の処理

4.県の協力

12 



J 

(参考)市町村が策定する復旧計画の項目のイメージ

l.住民/役所関係

1.住民の移転

2.市町村役場の移転・業務再開

H.学校、病院、福祉施設関係

3.幼稚園・学校の再開

4.病院・診療所、福祉施設の再開

H1.除染関係(除染計画の策定)

5.生活圏等の除染

IV.インフラ・生活基盤関係

6.インフラの復旧11.インフラの復旧

7.公的機関/公共交通機関の再開

8.生活に必要な民間サービス

9.産業圃雇用に関すること 等

13 



食品の検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方について

0食品衛生法に基つく放射性物質の暫定規制値を設定(平成23年3月17日)。

0検査実績の蓄積を踏まえ、食品の出荷制限等の要否を適切に判断するための「検査計画、
出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」を取りまとめ(平成23年4月4日に原子力
災害対策本部にて対応方針として公表)。

0その後、状況変化を踏まえ、 6月27目、 8月4日に改正。

<6月27日改正のポイント>

O 東京電力福島第一原子力発電所事故から約3ヶ月が経過し、食品からの放射性ヨウ素の
検出レベルが低下。

O 一方、一部食品から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されていること等を踏まえ
、事故直後の放射性ヨウ素の降下による影響を受けやすい食品に重点を置いたものから、
放射性セシウムの影響及び国民の食品摂取の実態等を踏まえたものに充実するものo

〉 国民の摂取量の多い食品を対象品目に追加

〉解除の条件に、放射性セシウムを勘案した条件を追加

〉個別品目の取扱いに、茶、水産物、麦を追加。 等

<8月4日改正のポイント>

O 牛肉から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出されていること及び米の収穫時期が
到来していることを踏まえ、個別品目等の品目を改正。

〉牛肉を検査対象品目のうち「暫定規制値を超える放射性物質が検出された品目JIこ変更

》個別品目の取扱いとして、牛肉及び米を追加。 等

14 



野菜類

水産物

肉

原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する出荷制限等
(8月19日現在)

福島県
出荷制限

原乳 3/21-: (3市 14町9村如)

非結球性葉采類
(ホウレンソウ、コマツナ等)

結王者性葉菜類
3/23-: (2市7町3村知)(キャベツ等)

アブラナ科の花着類 (ホウレンソウ、カキナは3/21-)

(フロッコ1)ー、カリフラワー等)

カブ

原木しいたけ lIJ~τ;'<~p]~，;3.rt*:t ー---------ー・・ー・・・・・・・・・・・・・ー・ ・ ーー
(露地)

4/18-・(福島市)

4/25-: (本宮市)

原木しいたけ
Z74/222て--ー((伊新達地T町L)巷害主)ー ーー・・ ・帽F ・ー・・・・ーーー-----ー---------

(施設裁t音)

たけのこ 55//913-~:(:2(2市市12町町制1)村知)

くさそてつ(~ごみ) 5/9-: (福島市、桑折町)

ウメ
612-:(福島市、伊達市、桑折町)

6/6-:(相馬市、南相馬市)

イカナゴの稚魚 4/20-: (全域)

6/6-:(秋元湖、権原湖及び小野川湖並びにこれらの湖に流入する河川、長調川(酸川との合流点から上戒

ヤマメ(養殖を除(0) の部分に隠る.)、福島県内の阿武隈JlI(支戒を吉む.)及び真野)11)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー圃ーーー ・p - --ーーーー白骨量ーーー--園 田陣ーー ーー
6/17-: (真野JII(支流を含む。))

ウグイ
6/17-: (真野JII(支流を含む。)) 
ー・ー・・ー ーー由ー --ーーーー・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
6127-: (阿武隈川のうち信夫ダムの下流(支流を含む。))

アユ(養殖を除く。)
6/27-: (阿武隈川のうち信夫ダムの下涜(支流を含む.).真野川(支流を含む.).新田川(支斑を含

む.))

牛肉細 7/19-: (全域)

撲取制限

3/23-: (2市7町3村※2)

4/13-: (飯舘村)

4/20-: (全域)

E 冒 -・酬・・ u且..-

」 五 」高媛7 塁且劃畠
茨城東

品主魁且

茶

茶

」 五
車車畠且

出恒

牛肉細 I 7/28-・(全焼.ただし、 県の定める出荷・検査方針に基づき管理される牛を除く.)

岩手県 l 
出荷制限 | 摂取制限 l 

肉 | 牛肉細 I 8/1-・(全貴重)

※1会津若松市、田村市(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区媛)‘南相馬市(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径2
0キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七幽、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区
馬場字横川、原町区馬渇字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田械の区域。)、桑折町、川俣町(山木屋の区績に限る0)、天栄村、備校岐村、只見町、北
湿原村、西会津町、会津坂下町、湯川村、柳津町、金山町、昭和村、棚倉町、玉川村、広野町、楢葉町、富岡町、川内村(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から
半径20キロメートル圏内の区蟻)、 大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

※2田村市(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区白書に限る。)、南相馬市(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キ
ロメートル圏内の区減並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬
場字繍川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和国減の区域に限る。)、川俣町(山木屋の区域に限る。)、広野町、橋葉町、富岡町、大熊町、双
葉町、浪江町、川内村、葛尾村及び飯舘村

※3伊達市、格馬市、南相馬市、田村市(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区峨に限る0)、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡
町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村及び川内村(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区岐に限る。)

※4伊達市、相馬市、三春町

※5南棺馬市、本宮市、桑折町、川俣町、西郷村

※6当該県において飼養されている牛について、県外への移動(12月館未満の牛のものを除<0)及びと畜場への出荷を差し控えるよう要請

ら
¥ 



原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する出荷制限の指示の実績(福島県):8月19日現在

全埴 ' 

出荷制限
福島県

地踊別

車乳

1 3/21-4/8解除 (喜多方市、磐樽町.猪苗代町、三島町‘金調修費里町、下郷町、商会薄町)

lい仰3/日/21川目叫引W削1晴噌除:(命福百耳町市.二ニ云示詞松耐面示、閥市、;本柑宮市、固蜘、文玉到村、ι郡山帥市、須澗刊賀瞥J円こ囲m竺明市釈制叩{日叩l旧岬日醐都路制村由叫区場騎を除恥〈ο)、三諸事町‘小岬野町、鏡石間町.ι訓訓右引引馴l川11町、剖訓訓浅釦訓削l川11町、忌涌卓持回附村‘古 耐、白闘河市‘主耽酬町、車馴崎村、中島附村.西醐婦附村、ω附蜘厳釦釦l附l
揮~(堅矧1~ ，:""，13/21四 4/21解陣ー[相周市、新地町}

I者Ø!組織を隊~n- ー ーー ーーーーーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一
，~ ・ 1 3/21-5/1解除。(南相周市【鹿島区のうち、鳥崎、文肉、111子且ぴ塩崎を除〈区埴に限る.)、111慢町{山木置のE埴を除<.)) 

>Phi二品Îs幅蜂~(面有市T福瓦量ニ，îj，宇 j，-*亀市b'~~ド荏五Õ:t- C)<<二百五画両ïo)邑ïii融<.-f，、補指ÍI!-'骨 f福島吉正ニ扇手元発言説芯6~存在示o-'I'ii~二日両面内百亘最t1ftíi三:ïta骨量E荷量￥扇阪市両面E福重平隆正直面、1雇耐区画*'手t面、 ït耐雇話量亨轟:煽If虚誕iåキ百五轟:画面画面証肩場キ豆長一 副
l 山‘原町区属緬字情川、原町区凪埴字薬師岳、車町区片倉宇行津亙ぴ原町区大軍字和田堀田区埴を除く.)、111岡村[福島軍一原子力量電所から半量20キロメートル圃向白区堪を除<.)) 

1 3/21-5/4解除 (白河市、いわき市、矢耽町、棚薗町、長畢町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村)

13/21目5ノ11解陣 {会津若松市、喜多方市、酉会薄町、指悌町.猪苗代町、会湾坂下町、柳海町.三島町、壷山町、会津美里町‘下郷町、 R見町.南金書町.北塩原村‘過川村、昭和材、槽枝植村
:di削+>:'J3i21二.-5/25隔操~-(新語耐:詞両市:爾福轟市{東京電1)禄ま垂在福島言再三車亨fj轟電甫ïiï;-.;ji在主õ~-éj.二 ~ii.画丙ゐ亙Ii主張己扇両邑面fa*iIl.:扇面f虚孟;a:卓Õ.Ii亙骨:耐画庁畠福重*一五曲:ii!首虚抵遍キ議J扇面rïi嵩量王手合末森:扇面f虚島，11宇孟aj由:扉両邑託通キ補JÏI : ii!肩liilii遍*ífø市叫

μ 満場~編著F民~n- - 一 一 一一一一一一一斉田町一貫喧宇f切実宅ザF切手J哩ヂ月111.宅宅I?'!竜寺~<.))ー一一ー ー ーー一一一 一ー 一一一一一一一一一
1 3/21-'/1解険:(U山市‘須賀川市、国村市{車車電力株式会社福島軍一面子力量電所から半世20キロメートル圏内田区植を検<.)、餓石町、石川町、書111町、古厩町、三署町‘小野町、天草村、玉川村、平田村1
13/目-，ノ23揖除:(徳島市、二本松市、伊遣布、本富市、轟折町、国見町、111侵町{山木畢白区埴を除<.).大玉村}

1 3/23-5/4解除:(白河市.いわき市.長吹町、棚倉町、先輩町、境町.西郷村.車崎村、中島村、鮫川村)

13/23-5/11解障:(会海若松市、喜多方市、酉会湾町.揖栂町.猪苗代町‘会薄塩下町、柳S町.三島町、壷山町、会'*揖里町、下郷町、只見町、商会湾町、北塩原村、車川材、昭和村.槽植植村}
~I.Z3以 :Uâi23二;5Îi5誠除~-(薪r~耐:福1両市: 両涌属官(ïi京証五轟ま垂証福島ji戸庫亨jj長官正雨量も王手在主õ'i'百長ニドJι面丙ゐ，ïilift芳己属肩虚誕f重宇雨量:扇面前E油市.'手伝1雇蒔: 面f耐邑言語字王曲: í宮両亘肩!"ã*語、頭骨証書面字詰恥轟:扇町雇属福司主主否両:阪両邑轟場宇:111111:厨両面面福寺誌編-

R淘淘酒療をH覇。l 岳.原町区片倉字行海且び原町区大原字和田誠白区堀を陣式.))
。，: ;r shs::'ãhM除'-(i!iiij甫:蚕蚕向布、1函荷市(Ï耐冠五議ま遥在福一畠量二面干jj量面前~，-;;，..在主õ~-éj.ニ~ii.面丙ゐ区議在阪<: j:白石耐:右j，;，耐:孟~11ï耐:言語1IÏr: 主活耐:司奇骨: 支長f.t~玄iO f.t~平函桁 ーーー----

1 3Î2-3二;'Îi，掃除一-(福自画甫:と:-*訟首Cl重量市、-*量布、ー重品百:函員首、，-JÏl~ïuj(ï凶示亙0)邑ïi吾融ミ;f沃孟有]ーーーーーーーーーーーー

'3/23-4/27解除 {会津若松市、喜多方市、商会薄町、磐田町、宿苗代町、会倉塩下町、柳湾町、三島町‘金山町、会虚実里町、下蝿町、只見町、南会員宮町、北塩原村.揖川村、昭和初、槽輯植村]

rshFoi4幅除ー(j詰両市:~翫面111市、1面台市(貰重量「五轟妥当量証話ー晶ji三車￥五鼻面扇品、苦手主主õ~-éj.ニFん画丙ゐ，ïil骨量隊<: j:~、有i甫:儀活耐:'iillÎlIÏr:湖日正苦闘量耐. =，毒画ir:;J¥J事耐:芙乗手主主Iilf.f.平面有1・ー
ι 埋J尚ー 1，ーーーーー ー ー - ーーーー ーー ー 一 一

制性薫莱頚{キヤ吋ツ等) i: 緒削減量郁H!~~3~~5?i悌除{福島市・一利融

ホウレシソ
ウ.カキナ

非結草性葉菓
煩{ホウレンソ
ウ‘コマツナ等}

そ由他すべ

て

13/23-4/27解除 (白河市、長政町、棚倉町‘長祭町、塙町、酋郷村、泉崎村、中島村、飯川村)

1 3/回目5/4解除。(いわき市}
アブラナ科由花薗頬(ブロツコ r・ :3m"，::: <lai23ユ"-5/11福最，-(j祖国市:蚕Xlll市'.1面拘市(.1量量fjj禄豆長在福晶量二車芋jj量百前品、;t-，..長治，¥，，'-j，ーニドjlo面丙ゐ亙蟻量訴<:j:員百耐:右j，;耐:孟tlll耐:言語骨: ~î吾耐: 語、事耐: 支最有:主iO台:平函ftj ーー一一一一

'Jー. カリフラワー等 H'右淘柄拘住者断。 lâi23:'-5ÎlIi幌除~-@i*量桜子信:魯äi耐:藷首長画r~ ￥~元市.-;tiil扇有:函1長主町、五晶画正亘耐:苔"fi-j耐::&10荷:柄I~長耐:~.耐:蚕凶面r~ 匝î'Ïift: 首長if-llli'.-宇淘ïllli' .-'橘i童話有:瓦亘耐1 一ーーーーーーーーーーーーーー ー ー
l3i23ユ.，/伝説森一1翫iliii耐:福[属前:両福島市(*重量五轟i(，長ft福島量二扇亨jj晶雇雨品、，. .:;手主主õ~-，，-j-ニ~)l.画丙ゐ冨場ft売I1ミ属雨露孟;-ã宇雨量ご扇面rl&畠;.:J: ifl重6正 面1耐邑話量キコ正晶:扇illT邑福重宇語、一属耐玄嵩量苧指示議:扇面f雇属福宇孟吉正面f目『雇瓦唱字補IÏI :面iIT虚誕唱キ蚕飾叫
. 岳、原町区片倉字行埠且び車町区大原字和国紙白区埴を障し}、福島市、二本松市、伊達布、ヨド宮市、桑街町.国見町、川俣町(山木量の区曜を障<.)及び大玉村)

ブヵ

野
叢
留
期

3/23-5/4扉扉~福車市二三本訟市f:-ø-童市、 本富市.郡山市‘現置川市、 図柄雨I東京電力甲車孟丞証福島東一原子力発電雨かb挙径20キロ亘二日レ圏内の区編吾厩石 ).1..'石吾市二蚕前初日国見町、川俣町(山本匿のー雇扇l'障く. ) 、 軍石町. 石川町‘ぎ両町二百周町二三春町二不童手町二天王有二天蚕
l 村、玉川村、平岡村)

:V~3向 。 l ã7i3:'-SÎíli幅除~-(面苛市:矢誠耐:iiiallÏr:英語1IÏr:肩耐:函扇持:皇面持: ii>a荷:訟，jlh寺:主主5重量官補:畠Îil耐:藷首長画r~亙~j甘干，，:;Ui扉荷:首長晶画f、委員.. 垂画r:益通忌C"iIliT:;証jll荷:編遥耐:~且耐:通üL街:面泊手(画面長通而:宇.-ilT:宿区信荷:ïfJ重IlÏrj-- ムーーーーーーー ーー l 

e主者F師事項看敵対。l
lâïi3;';6Îi3幅除~-(薪高耐:抱一馬市:両福島市(貰貢電所株主巴蚕註福島量二車亨元量面前品、'-i;2卓在'2o年ロメートル画丙ゐfi揖量売I1ミ庸町虚詣「重牟扇面:扇面t雇畠;.*O.Ii雇時:扉耐底面f量事己正曲:i面高邑話量'*蚕J扇耐雇嵩量王手詰末森:原町虚属11:宇主面白:扇面1&:&場ヨド補111:信肩邑訴逼争画面踊ー
『 岳、原町区片宣字行津且び原町区大原字和田崎町区植を除く.))

~，i9:.;;H僚事正前べ車両市、;主著Jir~
、、;: : :::およよDR崩員五這是正義語訂正崩3副総治、~ :-::-::; 一、川、:-- ~ ~ ~~ ~ ~~~ G G ~DDDG ~DGG、 :--:--:-- :-- :--:--:--~G~~ 句、句、、的、、、、、、 ~~~~GrD:-:-- ト、h一、問、 ...:...:....:....:...:、、:-::-: :-: :-::;:;ロ円、 、、、 、 ~HH~t~~~t~HHr~~HtHH~H~~バババ間バ :-::-: :-:~:-:

5/9-5ノ30解除 {平田村)

:-5/9......e/8解除 {いわき市)

5/9.....6/21解除。(天輩村)

J5/13-6/21解除。(国見町)

wa自 d福島布主轟街町}

~\'~ ~\'~H~でと ~~Jι哲~~~市人 :晃司~~V~\' ト トト .
6~広判{揖引~市J 荷相馬市民

原木しいたけ{昆地)

原木しいたけ(施鼠栽培)

たけのこ

〈さそてつ{こごみ)

ウメ

除率
巴殖聾マ

一
ゲ

ヤ

一

ウ

水
産
品情

自慢峨尊子」勲章史観~理技奇想!~;~毛頭!~~酌!f!:l曾掛かJ諸般制捜制限時~~，，~~~~!民団主さやmぷ、バ己
イカナゴの雑晶

アユ(聾殖を除<.) 

向|牛肉 L>)，j，;;.;; 
来!I='=::'::":':ヨ由箇所l立、出荷制植の討車

;6 



原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する出荷制限の指示の実績(福島県以外の地域):8月19日現在

茨城県

全場 : 地媛~IJ-3123-4/10 
解除 。

一一一一一一一一一」

3121-4/17 ，3121-611 
解除 。 解除

(右の地域を除くl:北茨城市、
・高萩市

原乳

ホウレンソウ

栃木県

全域 ( 地減別

よ

3/21-4/21 
3121-4127 ， 解除

解除 ( 那須塩原市、
塩谷町

岩手県

全域 : 地域別

一
J. 

非制性葉薬類 | 
カキナ

3121-4/17 
(ホウレンソウ、コマツナ等} 解除

野 IYユン 一 弓"7、ヲーニノ…ワ":JでT

~ イ、サンチュ

パセリ
3123-4/17 

解除

セルリー

肉|牛肉

-

回
R
H

ι

域

一

一

一地

県一馬
-群一

:
・，
.，
A
'
'
'
'
h
'
61

E

ae 

-

，f
 

一

崎

市

一

叫

憎

-
1

・，h

-
:

2

1

 

1

，fz 

-

3

 

-
o
n
 

一

一

域

一

一

-
地

且
で械一宮

-

H
唱

-
全

3/21 -4/14 ， 3121-4/8 ' 
解除 解除

' 
' 

， 4/4-4/22解除

組市

， 4/4-4/22解除

旭市 ' t a . . ' 
' . ' ' a ' ， 4/4-4/22解除

e 

' s . ' . ' ' ' 
' 旭市

. ' . . 
《坤裏@唱事-ぬ持安7iるR言B隣泊酔信費軒託，幾梶重る向方島

' 
ー

等以4信6間訟事回叩司E聖HY追、議MW相旨ゅg同t 事k随座正a高時a長正三

， 

陸軍短事n会m調K恒拠時4眠隠~:
I淡1116市戸3λ0鋼~生市:

' '.... 

• .・ . 

11 11 

茶
そ
の
他

一
※It::::::::::ヨの箇所は、出荷制限の対象

17 



野
菜

水

非結様性葉菓頬(ホウレンソウ、コマツナ等)

結琢性葉菜類(キャベツ等)

アブラナ科の花着類(ブロツコリ一、カリフラワー等)

原木しいたけ(露地)

産|イカナゴの稚魚
物

原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する摂取制限の指示の実績:8月19日現在

摂取制限

福島県

全繊 ; 地域別

山三日11 3123-5/4解除 (白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、精町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村)

三jど11 3123-5/11解除:(会津若松市、喜多方市、西会津町、鎗梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、湯川村、昭和
; 山H 村、補枝舷村)

<~3!~_'f: ~~::L<~ -ui3:':-5ii51露除-:-(新福配布馬木両涌属市(支承吉元議~委主t福島E車二歳亨元発電i'ÏitJ，，;卓盈~Õヨl'"õJニ~iiレ面丙ゐ，i&Jit1ft1i巳fflfl雨量E言語倉字ÌIÌÍ~:jj軍首長E高倉孝夜長隊、扇面ー
ミ拘ω湾総を政担 l 、 区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字繊川、原町区馬禍字薬師吾、原町区片倉字行津及び原町区大原字和

:=:;:::11 回械の区減を除<.)) 

日::::: Ir -3I23ニゐil1場験.， -(語ß-uï布:~.向干f函荷市(東京電石像苛委fi福島量二辰￥jjj号電話島tJ'百卓盆，20￥d亘ニ下j~函丙ゐ冨織を張。:扇看面r:Ëï両面正面白面r:吉lS:iir~三委託;1\
:=:;:::11 野町、天栄村、玉川村、平田村)

日> rUi3二6ii:i福除-:-(主jf.il;:=~伝子育、予選布、志言布、湯量f田T. 菌J!:可 .-lï，Íl是両 f凶*雇め量fliを肱:i.-犬孟有f-ーーー，ー・ー-----ーーーーー司ー-----------ー-------

3/23-4127解除:(会津若松市、喜多方市、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津板下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、湯川村、昭和
村、檎枝肢村)

3123-5/4解除・(郡山市、須賀川市、田村市(東京電方株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区織を除<.)、いわき市、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、
三春町、小野町、天栄村、玉川村、平田村)

~/~;.;;: : 
'I荷崩地域をMi(F

3123-5/11解除ー(福島市、=本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、 11(1長町{山木屋の区域を除く。)、大玉村、白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、
鮫川村)

-ûï:i二~512婦が 1新婚配布肩征爾福島首(ili京電"jj雇~~.霊長ftl福島誕二扇￥元発電蘇る，;:;.卓丞亙b￥õJ二千j~画内ゐ1孟扇豆t1i巳扉耐rk話倉寺，-JIi.j金:jj車両皇官虐争政量語、1肩耐ー
区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬絹字薬師倍、原町区片倉字行津及び原町区大原字和
田城の区爆を除く。))

3123-4/27解除:(白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、場町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村)

11 3123-5/4解険:(いわき市)

11 3/23-5/11解除:(郡山市、須賀川市、田村市(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区織を除く。)、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小
: : :: 3i~;.< :::: : : ・ : 11 野町、天栄村、玉川村、平田村)

t宿の地援を除Q :~ l__________________・ーー---司司ーーーーー一ーー・ー・--------------

11 3123-5/18解除:(会津若松市、錨梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津寂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、槍校
目 舷村、只見町)

11 3123-6/15解除 (新地町、相馬市、南相馬市(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域並びに原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町
l 区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬漏字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和
1 回城の区績を除く.)、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町(山本屋の医減を除く.)及び大玉村)

4/20":" 

※E三三三ヨの箇所広摂取制限の対象
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